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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第10期
第３四半期
連結累計期間

第10期
第３四半期
連結会計期間

第９期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 2,836,287 894,646 3,808,788

経常利益 (千円) 168,378 8,738 451,039

四半期(当期)純利益又は四半
期純損失(△)

(千円) 70,203 △14,198 220,247

純資産額 (千円) ― 2,602,958 2,604,294

総資産額 (千円) ― 3,254,210 3,434,835

１株当たり純資産額 (円) ― 79,613.83 78,936.08

１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は四半期純損失
(△)

(円) 2,270.49 △459.20 7,124.51

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は四半期純損失
(△)

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 75.6 71.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 33,972 ― 473,210

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △360,716 ― △158,578

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △77,869 ― △72,061

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 478,156 885,267

従業員数 (名) ― 270 244

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第10期第３四半期連結累計期間及び第９期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第10期第３四半期連結会計期

間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 270

(注) 　従業員数は就業人員であり、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 13

(注) 　従業員数は就業人員であり、当社から他社への出向者を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
　
(1) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 719,667 710,647

 （ビジネス・ソリューション事業） 572,977 553,500

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 146,689 157,147

教育ソリューション事業 20,274 21,688

経営コンサルティング事業 41,508 61,548

製品開発・販売事業 34,025 101,607

合計 815,476 895,492

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別 販売高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 755,579

　（ビジネス・ソリューション事業） 540,698

　（エンジニアリング・ソリューション事業） 214,881

教育ソリューション事業 42,390

経営コンサルティング事業 71,292

製品開発・販売事業 25,384

合計 894,646

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

 
当第３四半期連結会計期間

 

販売高(千円) 割合(％)

オリンパス株式会社 120,955 13.5

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期における我が国経済は、世界の金融資本市場の危機を契機に世界的な景気後退が見られ

る中で、外需面に加え国内需要も停滞し、景気の下降局面に直面しつつあります。雇用情勢が急速に悪化

しつつあるとともに、生産調整の声も聞こえつつあります。

  経済産業省の統計データによると、当社グループが属する情報サービス業は、2008年11月において前年

同月比2.5％減と３カ月連続の減少となっています。また、情報サービス業の中でも、当社グループが主と

して属する「受注ソフトウェア」は、金融業向けなどが堅調なことから９月は、前年同月比2.5%減であっ

たものの、11月は同2.1％増となっています。しかし、「受注ソフトウェア」は、景気の影響が遅れて反映

されやすい業種であることから、ますます予断を許さない状況になってきております。

  このような状況の下、当第３四半期連結会計期間においては、製品開発・販売事業が振るわず、さらに、

ビジネス・ソリューション事業では、価格調整の影響を受けたことや待機時間が長引いたことなどによ

り低調な結果となりました。反面、エンジニアリング・ソリューション事業は好調な売上高を維持してま

いりました。しかし、一方で通年において、いくつかのプロジェクト切り替え時にビジネス・ソリュー

ション事業からエンジニア・ソリューション事業への要員教育並びに配置転換が適時に行えず、外注コ

ストを十分にカットできない状況となりました。その結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は

894,646千円、営業利益は14,721千円、経常利益は8,738千円、四半期純損失は14,198千円となりました。

  また、それらの結果として、当第３四半期連結累計期間といたしましては、連結売上高は2,836,287千円

（前年同期比5.6%増）、営業利益は170,284千円（同46.5%減）、経常利益は168,378千円（前年同期比

46.0%減）、四半期純利益は70,203千円（同50.5%減）となりました。

　 部門別の売上高の概況

①　ビジネス・ソリューション事業

　ビジネス・ソリューション事業では、開発分野では堅調であったものの、コンサルティング分野では単

価調整の影響を受け低調な結果となりました。また、コンサルティング分野では提案活動の長期化によ

り、待機時間が長引く結果となりました。当第３四半期連結会計期間の売上高は、540,698千円となりまし

た。

　当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、1,699,551千円（前年同期比6.8%減）となりま

した。

②　エンジニアリング・ソリューション事業

　エンジニアリング・ソリューション事業では、自動車関連や精密機械製造業関連の基礎研究、次世代製

品研究分野が堅調でした。当第３四半期連結会計期間の売上高は、第２四半期連結会計期間の売上高を上

回り、214,881千円となりました。

　また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、586,268千円（同93.7%増）となりました。

③　教育ソリューション事業

　教育ソリューション事業では、今年度の新人技術者教育がひと段落し、中堅技術者向け教育等に注力し

ております。好調であった昨年度と、同水準で推移しております。当第３四半期連結会計期間の売上高は、

42,390千円となりました。

　また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、215,322千円（同0.6%増）となりました。

④　経営コンサルティング事業

　経営コンサルティング事業では、内部統制コンサルティングの評価フェーズコンサルティングが継続し

ております。また、ＩＴ企業向けの業務改善コンサルティングでの売上が、寄与しております。当第３四半

期連結会計期間の売上高は、71,292千円となりました。
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　また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、256,867千円（同7.5%増）となりました。

⑤　製品開発・販売事業

　製品開発・販売事業では、好調だった３月決算会社向けJUDE/Bizがひと段落しましたが、主力製品であ

るJUDE/ProのWEB対応版であるJUDE/Shareのリリースも完了し、営業活動に注力しております。当第３四

半期連結会計期間の売上高は、25,384千円となりました。

　また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、78,278千円（同25.4%減）となりました。
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（2） 財政状態の分析

① 資産 

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、16.7％減少し、1,485,149千円となりました。これは、主として

「現金及び預金」が407,111千円減少したことなどによります。（なお、「現金及び預金」の詳しい内容

につきましては、第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 (３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

をご参照下さい。） 

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、7.1％増加し、1,769,060千円となりました。これは、主として

「投資その他の資産」に含まれる投資有価証券が96,467千円増加したことなどによります。 

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、5.3％減少し、3,254,210千円となりました。 

② 負債 

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、21.9％減少し、531,222千円となりました。これは、主として

「未払法人税等」が123,842千円、「その他」に含まれている未払金が46,809千円減少したことなどによ

ります。 

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて20.0％減少し、120,029千円となりました。これは、主として「長

期借入金」が30,000千円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、21.6％減少し、651,252千円となりました。

③ 純資産 

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、2,602,958千円となりました。 

（3） キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第３四半期

連結会計期間末に比べて、332,427千円減少し、478,156千円となりました。

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、17,275千円の支出となり

ました。主な内容としては、収入が、減価償却費42,158千円などによるものです。一方、支出としては、法人

税等の支払額111,113千円などとなっております。

また、当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、33,972千円の資金が

得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益159,748千円、減価償却費119,539千

円などによるものです。一方、支出としては、未払金及び未払費用の減少額30,859千円、法人税等の支払額

256,704千円などとなっております。

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、172,626千円の支出となり

ました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出19,526千円、投資有価証券の取得による支出

46,699千円、短期貸付けによる支出100,000千円となっております。

また、当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、360,716千円の支出

となりました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出82,717千円、投資有価証券の取得によ

る支出106,699千円、短期貸付けによる支出150,000千円となっております。

EDINET提出書類

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス(E05148)

四半期報告書

 7/30



（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、171千円の支出となりました。内

容としては、配当金の支払額171千円となっております。

また、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは77,869千円の支出となりま

した。主な内容としては、配当金の支払額47,799千円、長期借入金の返済による支出が30,000千円となっ

ております。

（4） 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

（5） 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 112,000

計 112,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,920 30,920
東京証券取引所
マザーズ市場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であ
り、単元株制度は採用してお
りません。

計 30,920 30,920 ― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づく、当社の取締役、監査役及び従

業員に対する新株予約権の状況は次のとおりであります。

①　平成15年12月22日定時株主総会の特別決議(平成16年４月１日取締役会の決議)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 305(注)４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,220(注)１、４、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 125,000(注)２、５

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成24年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　　125,000
　　　　　　資本組入額　 62,500

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―
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(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

２　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使

による場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

３　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

４　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

５　平成17年11月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって普通株式１株を４株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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②　平成17年12月22日定時株主総会の特別決議(平成18年４月28日取締役会の決議)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 369(注)１、５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,476(注)２、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 254,100(注)３

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成26年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　254,100 
　　　　　　資本組入額　 127,050

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、４株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

３　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

　　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応

じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　
　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
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４　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、取締役会決議により決定します。

５　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

　

会社法第361条第１項第３号、第387条第１項、第236条、238条、第239条の規定に基づく、当社及び当社子

会社の取締役、監査役及び使用人に対する新株予約権の状況は次のとおりであります。

　　平成19年６月27日定時株主総会の特別決議(平成20年６月19日取締役会の決議)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 385(注)４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 385(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額(円) 84,389(注)２

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から
平成28年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　発行価額　 　84,389 
　　　　　　資本組入額　 42,195

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

２　各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に行使株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に

応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使に

よる場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を

「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
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３　新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を

保有しているものとします。

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取

締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。

(3)　新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。

(4)　その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する契

約に定めるところによるものとします。

４　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成20年10月１日～
　平成20年12月31日

― 30,920 ― 797,550 ― 1,181,070

　
(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】
平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　30,920 30,920
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株
制度は採用しておりません。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 30,920 ― ―

総株主の議決権 ― 30,920 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が４株(議決権４個)含まれており

ます。

　
② 【自己株式等】

該当事項はありません。
　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 81,40088,20079,20071,00061,50056,00046,40051,50050,500

最低(円) 74,70075,80068,50059,10048,50045,00030,70045,00037,850

(注)　株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 578,156 985,267

売掛金 620,585 648,300

仕掛品 58,388 28,179

その他 230,053 123,227

貸倒引当金 △2,034 △2,047

流動資産合計 1,485,149 1,782,927

固定資産

有形固定資産 ※
 82,495

※
 95,035

無形固定資産

のれん 708,242 739,907

その他 380,434 350,186

無形固定資産合計 1,088,676 1,090,094

投資その他の資産

その他 600,277 466,778

貸倒引当金 △2,387 －

投資その他の資産 597,889 466,778

固定資産合計 1,769,060 1,651,907

資産合計 3,254,210 3,434,835

負債の部

流動負債

買掛金 68,352 92,885

短期借入金 240,000 240,000

未払法人税等 14,297 138,140

賞与引当金 7,497 21,663

その他 201,075 187,832

流動負債合計 531,222 680,521

固定負債

長期借入金 120,000 150,000

その他 29 19

固定負債合計 120,029 150,019

負債合計 651,252 830,541

純資産の部

株主資本

資本金 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 485,240 464,147

株主資本合計 2,463,860 2,442,767

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,201 △2,063

評価・換算差額等合計 △2,201 △2,063

新株予約権 3,762 －

少数株主持分 137,536 163,590

純資産合計 2,602,958 2,604,294

負債純資産合計 3,254,210 3,434,835
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　(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年12月31日)

売上高 2,836,287

売上原価 1,968,094

売上総利益 868,193

販売費及び一般管理費 ※
 697,908

営業利益 170,284

営業外収益

受取利息 2,570

受取配当金 2,280

その他 3,471

営業外収益合計 8,321

営業外費用

支払利息 5,544

持分法による投資損失 1,743

為替差損 2,580

その他 359

営業外費用合計 10,227

経常利益 168,378

特別損失

会員権評価損 8,630

特別損失合計 8,630

税金等調整前四半期純利益 159,748

法人税、住民税及び事業税 95,460

法人税等調整額 20,139

法人税等合計 115,599

少数株主損失（△） △26,054

四半期純利益 70,203
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
  至 平成20年12月31日)

売上高 894,646

売上原価 646,494

売上総利益 248,151

販売費及び一般管理費 ※
 233,429

営業利益 14,721

営業外収益

受取利息 1,050

受取配当金 1,380

その他 96

営業外収益合計 2,526

営業外費用

支払利息 1,736

持分法による投資損失 3,955

為替差損 2,817

営業外費用合計 8,509

経常利益 8,738

特別損失

会員権評価損 8,630

特別損失合計 8,630

税金等調整前四半期純利益 108

法人税、住民税及び事業税 4,848

法人税等調整額 19,415

法人税等合計 24,263

少数株主損失（△） △9,956

四半期純損失（△） △14,198
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　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 159,748

減価償却費 119,539

のれん償却額 31,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,165

受取利息及び受取配当金 △4,850

支払利息 5,544

持分法による投資損益（△は益） 1,743

売上債権の増減額（△は増加） 6,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,208

仕入債務の増減額（△は減少） △24,533

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △30,859

未払又は未収消費税等の増減額 14,555

その他の資産の増減額（△は増加） △14,941

その他の負債の増減額（△は減少） 58,169

その他 10,666

小計 291,163

利息及び配当金の受取額 3,947

利息の支払額 △4,433

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △256,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △20,776

無形固定資産の取得による支出 △82,717

投資有価証券の取得による支出 △106,699

短期貸付けによる支出 △150,000

その他 △522

投資活動によるキャッシュ・フロー △360,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 720,000

短期借入金の返済による支出 △720,000

長期借入金の返済による支出 △30,000

配当金の支払額 △47,799

その他 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △407,111

現金及び現金同等物の期首残高 885,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 478,156
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

　会計処理基準に関する事項の変更

　　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、主として個別法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

第９号）が適用されたことに伴い、主として個

別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益

に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度

に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結

会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会

計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　140,791千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　116,782千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※  販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　　給与手当　　　　　　　　　 　　173,160千円

　　　　役員報酬　　　　　　　　　 　　139,790千円

　　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　 　　2,374千円

　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　 　　1,545千円

　

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

※  販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

　　　　給与手当　　　　　　　　 　　　 53,728千円

　　　　役員報酬　　　　　　　　     　 50,669千円

　　　　貸倒引当金繰入額　　　　　 　　  2,351千円

　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　 　　1,545千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 578,156千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 478,156千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 30,920

　
　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　
　

３　新株予約権等に関する事項

　　ストックオプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　提出会社　3,762千円

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日
第９回定時株主総会

普通株式 49,472 1,600平成20年３月31日平成20年６月25日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、製品開発・販売及

びこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいるため、該当事項はありませ

ん。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

　当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除

いております。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　1,528千円

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

79,613円83銭 78,936円08銭

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 2,270円49銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―円

１株当たり四半期純損失金額(△) △459円20銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―円

(注) １　当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載し

ておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失金額(△)(千円)

70,203 △14,198

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損
失金額(△)(千円)

70,203 △14,198

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 30,920 30,920

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計年度末から重
要な変動がある場合の概要

新株予約権１種類
定時株主総会の特別決議日
平成19年６月27日
なお、概要につきましては、
「第４提出会社の状況、１
株式等の状況、(2)新株予約
権等の状況」に記載のとお
りであります。

―
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

　当社は、平成21年２月６日開催の取締役会において、会
社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法156条の規定に基づき、次のとおり、自己株式取得に
係る事項を決議しております。
(1)　自己株式の取得を行う理由
　　株式価値の向上及び経営環境の変化に応じた機
　　動的な資本政策を遂行するため。
(2)　取得の方法
　　東京証券取引所における市場買付
(3)　取得しうる株式の総数
　　1,000株　　(上限)
(4)　株式の取得価額の総額
　　100百万円　(上限)
(5)　取得期間
　　平成21年２月16日～平成21年３月24日
　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス(E05148)

四半期報告書

27/30



２【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月13日

株式会社豆蔵ＯＳホールディングス

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　白　川　芳　樹　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　梅　津　　　広　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社豆蔵ＯＳホールディングスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期

連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豆蔵ＯＳホールディングス及び連結

子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期

連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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